
令和２年度使用義務教育諸学校教科用図書の採択について 

 

 

市立小学校の令和２年度使用の教科用図書については、「執行機関の附属機関に

関する条例」に基づき設置された大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会

（以下「教科用図書選定委員会」という。）の厳正かつ公正な調査研究を経た答申

を参照し、教育委員会において採択する。 

また、教育委員会は教科用図書選定委員会と並行して調査・研究をすすめるとと

もに、採択権者の権限と責任において公正かつ適正な採択を行う。 

本市における今年度の教科用図書採択地区は、分権型教育行政を推進する観点等

から４地区に改正した。 

 

 ① 採択の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教育委員会が教科用図書選定委員会を設置し、

選定について諮問 

 

↓ ６月上旬～（選定資料の作成） 

・教科用図書選定委員会が地区調査会、専門調査

会、学校調査会を設置 

↓ ６月中旬頃～（教科書展示会実施） 

・各調査会による調査・研究並びに選定資料の  

作成 

↓  

・各調査会の調査研究の報告に基づき、教科用図

書選定委員会が調査研究を実施 

↓ ７月上旬 

・教科用図書選定委員会が教育委員会に答申 

↓ ７月下旬 

・教育委員会で採択 

８月上旬 

○教育委員会において 

調査・研究 



② 採択の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪委員≫ 

・保護者     ・学校協議会委員  ・学識経験者     

・区担当教育次長 ・教育センター・指導部職員 ・校長 

教 科 用 図 書 選 定 委 員 会 

≪事務局≫ 

関係部課長・指導主事 等 
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専門調査会 

（各種目別）          

・校 長 

・教 員 

学校調査会 

（各学校） 

・校 長 

・教 員 

 

 

学校調査会 

（各学校） 

・校 長 

・教 員 

 

 

専門調査会 

（各種目別）          

・校 長 

・教 員 

学校調査会 

（各学校） 

・校 長 

・教 員 

 

 

専門調査会 

（各種目別）          

・校 長 

・教 員 

学校調査会 

（各学校） 

・校 長 

・教 員 

 

 

専門調査会 

（各種目別）          

・校 長 

・教 員 

第１地区調査会 

・区担当教育次長 

・指導主事 

 

 

第４地区調査会 

・区担当教育次長 

・指導主事 

 

 

第３地区調査会 

・区担当教育次長 

・指導主事 

 

 

第２地区調査会 

・区担当教育次長 

・指導主事 

 

 



③ 委員会・調査会などの役割 

教育委員会 
・義務教育諸学校において使用する教科書として、採択地区ごと、種目ごとに、  

一種の教科書を採択する。 

 

 

 

 

保護者 

学校協議会 

・保護者ならびに学校協議会委員で、教育委員会に委嘱された者は、教科用図書  

選定委員会において教科書の調査研究を行い、意見を述べる。 

市民 ・教科書展示会において教科書を閲覧する。 

 

教科用図書 

選定委員会 

・教育委員会の諮問を受け、別に定める各調査会等の調査研究の報告や意見等    

をふまえ、教科書の調査及び研究を行い、各種目について教育委員会に答申す

る。 

地区調査会 

・区担当教育次長は、地区調査会の代表として専門調査会及び学校調査会の調査

結果を執りまとめるとともに、教科用図書選定委員会に調査結果を報告する。 

・指導主事は、各調査の進捗管理及び調整を執り行う。 

専門調査会 

（種目別） 

・専門的な立場から義務教育諸学校における教科書についての調査研究を行い、

調査票を作成する。 

学校調査会 

（各学校） 

・教科書の調査研究を行い、学校長（又はそれに代わる者）は所定の様式により、

各地区の専門調査会に報告する。 

〈事務局〉 
・教科用図書選定委員会等に対して連絡調整を行い、教科書採択に関する事務 

を執り行う。 


